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三 6 支給金の支給

支給金について、当機構において内容を審査の上、 例年10月1日～12月31日の間に、申告申請書に記載され

た支給先口座に振り込みます。 支給先口座に記入誤りがあり送金予定日に送金できない事例が例年発生しています

ので、申告申請書記載の支給先口座情報を預金通帳等と照合して相違ないことを必す確認し、申告申請書をご提出

ください。申告申請書に記載された支給先口座に誤りがあった場合、事前にお知らせする送金予定日に送金できな

い場合がありますので、あらかじめご承知おき願います。

7 情報公開制度に係る留意事項

様式第101号、様式第301号、様式第401号、障害者雇用状況等報告書(I)、障害者雇用状況等報告書 (II)

及びこれらに基づき当機構が作成する法人文書に対し、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成

13年法律第140号）に基づく文書の開示請求が行われた場合、次の襴以外は開示することがありますので、あら

かじめご承知おきください。また、請求人本人に1系る個人情報は、本人に対してのみ開示されます。

・様式第101号（障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金及び特例給付金支給
申請書） ：⑦、R及び⑨の4月から3月までの内訳、社会保険労務土記載欄及び記入担当者欄

・ 様式第301号（報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金支給申請書） ：⑥、⑦及び⑭の4月から
3月までの内訳、社会保険労務土記載襴、記入担当者欄

・様式第401号（特例給付金支給申請書） ：⑤、⑥及び⑦の4月から3月までの内訳、社会保険労務士記載欄、
記入担当者欄

・ 障害者雇用状況等報告書(I) :③の4月から3月までの内訳、③ （へ） （卜）、 （f)及び（チ）における
合計

・ 障害者雇用状況等報告書（II) :③ 

なお、開示請求した者は、開示決定結果に不服がある場合、同法第18条に基づき審査請求をすることができる

ことになっています。




